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失った明組与力とは対照的であるが、ともに寺社奉行支配下にあって役方の専門実務に就いた（13）。寛

文期は本組与力が登場する直前期であり、寄親附が中心であった時代から明組・本組与力が大きな役

割を果たす時代への転換期であった。それは一面、与力の地位低下といえるが、別の面からみれば実

務官僚化であった。こうした変化を背景に、寄親との関係にとらわれることなく「惣与力」専用の組

地が必要とされたのである。寄親附を基本とする与力から、実務官僚として各役所で政務に精励する

与力へと性格転換がおきたことと、二つの与力町設置は深く関連していた。

　寛文２年 12月の定書で「三千石以下の家臣で与力をもつ者には、自分知のみを対象に屋敷地を支給

する。与力分の屋敷は別途藩から下付する」と指令した時期から、寄親を介し屋敷支給する旧方式が

否認され、藩からの直接支給に変わった。これをうけ寛文５年３月 18日の年寄連署状で「惣与力屋敷

は今後、与力へ直接支給するが、昵懇屋敷の御定歩数より 10 歩劣にて支給する」（14）という周知の法

令が出た。ここでいう「昵懇屋敷」とは藩直臣のことであり、与力の拝領屋敷歩数も、知行高ごとに

基準歩数を細分し定めた「直臣拝領地歩数」に連動させ、各知行高の基準歩数から10歩少なくするとし、

万治２年の原則を改訂した。万治２年の100石当たり115歩の原則であれば、200 石取＝230歩、300石

取＝345歩となるが、直臣歩数の10歩劣りであれば100～140石＝160歩、150～200石＝190歩、300石

～400石＝290歩となる。寛文七年図・延宝図に人名を載せた与力の知行高分布は[表５]の通りであり、

70石から 300 石までの幅に納まり 100石・150石・200石の者が多かった。ここから、与力屋敷の規

模は160～190歩を基本サイズとして敷地を確保すれば、大半の与力に対応できることがわかる。そこで、

「寛文七年図」の小立野与力町に該当するＱ４・６・12・13区に新設された与力等の在住する 95 の地

番を対象に１筆面積を調べてみると、奥行は 16間、間口は 10 ～ 12 間の幅で地割した地番が最も多く

55 件、次いで奥行は一定にしていないが面積が 160 ～ 240歩に納まる地番が 31件あった（図１）。面

積が240歩以上の大きな敷地は数筆みられただけで、与力の知行高分布とよく対応した敷地配置であっ

た。つまり 100石当り 115歩という万治２年原則ではなく、寛文５年の新原則に合致した敷地割が寛文

７年図で確認されたのである。藩は寛文５年春から着手した与力町造成にあたり、与力拝領地の基準

歩数の新原則を指令したあと、田井村・上野村領内で農地 5124 歩を御用地として接収し（15）、160 ～

240歩を基準面積とし数種の与力敷地を造成したのである。   

　つづく寛文７年４月16日付の普請会所達書（算用場宛）で「惣与力は今度小立野引越しにつき、替

地である経王寺松原から天神の上の地に４月 20日すぎにまかり出ることとなる。その前に同地の菜種を

百姓手前として収穫するよう申し渡してほしい。収穫期なので刈取後に土地を引き渡したい」と指示し

ており（16）、小立野与力町は寛文７年４月には区割が終わり、希望する与力に配分できる状態にあったこ

とがわかる。また寛文７年３月20日の普請会所達書でも「惣与力どもは、今年より３年以内に小立野・

泉野に引越すべし」と令し「大縄にて渡したる由」と指摘するので（17）、寛文７年４月以後、与力への

屋敷配分と引っ越しがなされたとみてよい。その結果、寛文７年 10 月作成とされる寛文７年図のＱ地区

に与力人名 78 名が記載された。寛文７年図の年代比定にとっても裏付けとなり、絵図作成事情までも

推定できる重要な情報といえる。 

　上記から与力町新設は、藩の周到な都市計画のもと、５千歩を超える農地を収用し 100 筆以上の与

力専用敷地を造成し実現されたことがわかった。その結果、寛文９年までの３年間に「惣与力残らず

移住せり」（18）という事態に至った。表３によれば、与力屋敷は寛文図の80件から延宝図の 149 件に増

えているが、内訳をみれば、Ｑ区で78件から119 件、Ｒ14区で新規に20件、Ｐ区では１件から７件、Ｓ区

では１件から２件、Ｎ区では新規に１件（寛文図で明地であった区画が与力屋敷となる例）という変化があった。

このうちＱ区での 41 件増は（78⇒119）、寛文７年10月（寛文図作成）以後に引っ越した与力数を示す

ものである。寛文図の与力町は、まさに形成途上にあり、その状態で記録されたのである。

　延宝図全体で 69件の与力屋敷が増えているが、寛文図の与力数に２減と 71 増の変化があった結果

である（19）。Ｑ区以外に点在する与力地が消えて中・下士屋敷に変化したのは（Ｐ６区の例）、与力町新
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設の効果とみられるが、Ｎ・Ｓ区で与力が増えたのは、わずかであるが藩の施策に合わない動きといえ

よう。ただしＰ15 区やその周辺で比較的まとまって存在する与力屋敷は、藩が一時的に公認した「田

井口の与力地」と推定される。

　寛文８年 10月８日の普請会所達書（寺社奉行宛）によれば「小立野の惣与力屋敷は、もはや経王

寺後まで広まり遠所になってきたので、馬坂下の田井村百姓地続きの与力在住地および石坂の百姓地・

地子地も重ねて、惣与力屋敷地として希望者に渡す。まだ替地を受け取っていない与力衆は天気次第、

両所へ出向き地方絵図で場所を確認し移転先を決めるべきである。その地を望むものは普請会所に

来て、絵図面にて屋敷地を望み出ればよい」（20）と指令したが、ここに見える「馬坂下の田井村百姓

地続きの与力地」が、Ｐ15・13 区の４筆にみえる与力屋敷（田井口の与力地）と推定される。その近く

にあるＰ８・９区の元成瀬家下屋敷や横山家下屋敷でも与力地に変わった所が３筆あり、合わせて７

筆の与力地が馬坂下、天神町付近にあった。馬坂上の台地に新設された与力地だけでまかなえなかっ

たから、台地下のＰ15区周辺で与力町の不足を補充しようとしたのであろう。

　合わせて寛文６・７年時点で計画されていた石坂（泉野とも表記）での与力町新設も急がれたが、

寛文図には掲載されていない。寛文図作成後、おそらく寛文８年以後、延宝図のＲ14区（野町４番町西）

に描かれた 20 区画の与力屋敷が整備されたのであろう。Ｑ４・６・12・13 区ですでに造成された与

力町周辺でも、経王寺にさらに接近したＱ14 区あるいは台地北端のＱ12 区などで 32 筆の与力屋敷が

増設された（21）。また既設の与力町内部にいた与力以外の屋敷地（下士７、明地３）も与力屋敷に転換さ

れ合わせて42 筆の増加となった。

　与力町新設は、寛文期の城下町政策において特筆すべきプロジェクトであったことが上記からわかっ

たが、足軽・御小人などの組地増設は、上述の通り城下内部の地子地などを分筆させ組地に転用す

るなど比較的小規模な用地確保で対応しており、与力町建設に比べると安直な手法であった。毎年少

しづつ組地をひねり出していった印象をうけるが、与力町の場合は寛文５～９年に一気呵成に強行さ

れた点で注目される。しかし、村方から獲得した５千歩以上の御用地では惣与力の要望に応えられず、

近隣の藩用地（土取場）や百姓地（相対請地）のほか台地麓Ｐ区に展開していた明地・下屋敷地な

ども与力地に利用し与力屋敷を増やした。北国往還の野町４番町の西側裏手で計画していた石坂与力

町の新設も急いだ。しかし 20 軒程の小さな与力町に抑制したのは、周辺農地へ御用地を野放図に拡

張することを抑制したためであろう。与力町新設計画にたいし、藩の想定を上回る移動希望があった

こともわかった。しかし、延宝期後半になると与力屋敷の需要が弱まったのであろうか。天和３年８月

の普請会所達書（寺社奉行宛）で「今後は小立野と泉野両所以外において与力屋敷の下付は行わない。

馬坂下の田町周辺での与力屋敷下付は今後禁止する」（22）と下達しており、Ｐ15 区周辺に設けた田井口

の与力屋敷拡充は天和３年に打ち切られたようである。

　寛文５年から延宝年間における二つの与力町新設経緯を詳しく検証してみたが、それは、与力の身

分的性格の転換に拍車をかけたと考えられる。綱紀政権のもとで与力は寄親附という伝統的な形態に

即した居住環境から、藩役所で実務に邁進する下級役人にふさわしい居住地を得たといえる。この時

期、本組・明組与力が生み出されたという文脈の中でみると、150 人近くの与力が集住する与力町新

設の意義は大きい。また与力という特定身分を集住させる都市計画の存在とその実行過程は、寛文以

前に行われたであろう小姓町・御徒町・御小人町・千石町など特定の藩士集団を集住させた政策を

考察するうえで、重要なヒントを与えてくれよう。

　両絵図を比較して気付く第二の変化は、城下町内部でみられる地種変更や寛文図記載地の細分化

（土地分筆）といった内的変質である。それは２節でみた通り、組地倍増の主要因であり、外延的拡

大という分かり易い変化以上に城下町に変質を促す要因であった。それゆえここでは、地種変化と土

３　城下町内部の変質と地子地の動向

－50－



地細分化という城下内部でおきた変容実態を多面的に明らかにしたい。同時に城下町空間変容の鍵の

一つは地子地の動向にかかっていたと考えるので、６年間に地子地がどう変化したのか、この点もこ

こで詳細に把握し、とくに地子地の多くが地子町に変化したことの意義を考える基礎的所見を示した

い。

　まず両絵図において地種変化がおきた地番を延宝図ベースでカウントすると 658 件にのぼった。変

化のない2080 件（表１の指標０）の３分１ほどである。延宝図総筆数（3369 件）の約 20％にすぎないが、

わずか６年間で起きた変化として無視できない。

　[表６]は、延宝図の地種変化地 658件が寛文図ではどういう地種であったかを表示したものである。

地種変化の結果、武家拝領地となったものが最も多く 162 件あり、ついで組地に変更された 146 件、

地子町になった 114件、地子地となった 102 件が多く、この４地種で地種変化の約８割を占める。延

宝図総筆数の６割は変化がなく、約 13％で小さな変化（地種変化に至らない別姓異動など）が起き、２

割で [ 表６] に示したような地種変化がおき、残りの６％ほどが新利用地であった[ 表１]。

　この２割の筆数でおきた地種変化から、武家拝領地や足軽等の組地が全体的に不足しており、[ 表

６ ] から主に用途未定地や地子地などを対象にそれに転換し充当したことがうかがえた。具体的にい

えば、用途未定地から武家地に転用されたのは 36件（内３件は分筆増加）、組地に転用されたのは 27件（内

７件は分筆増加）、地子地に転用されたのは 27 件（内４件は分筆増加）、地子地から武家拝領地に転用さ

れたのは 78件（内 36件は分筆増加）、組地に転用されたのは 82件（内 44件は分筆増加）であった。この

ように地子地や用途未定地を転用することで武家拝領地・組地の不足が補充されたのである。

　また、地子町に変化した土地の 96 件は地子地からの変容であったことも注目されるが、この点は４

節で詳しく触れることにし、地子地化した102筆の寛文図における地種をみることにしたい。延宝図で

地子地になった土地の多くは、寛文図では組地や用途未定地であり、武家地・藩用地もあった。武

家地や藩用地だけでなく下屋敷までも地子地に転用した結果、[ 表１][ 表３] にみる通り、延宝図と

寛文図では地子地の件数はさほど変化していない。様々な地種を地子地に転用することで地子地の筆

数を維持しようとしたことが窺われる。

　[ 表６] をみると、地種変更がおきた土地 658筆のうち204 筆は分筆によって派生した土地であった

ことに気付く。分筆元の地種と異なる地種に変化したので地種変化と評価されたわけだが、204 筆の

うち 99筆は地子地から他地種に分筆した土地であった。組地や用途未定地などで分筆地での地種変

[表６]　延宝図地種変化６５８件の寛文図からの変化

・縦の欄は延宝図の地種分類による集計。横欄の地種は寛文図の地種。地種変化のあった件数が対象なので、藩用地⇒藩用地など同地種であった件数は除外され

ている。したがって同一地種となる欄に×を記した。但し70⇒75、75⇒70などの変化は地種変更とみたので、「70・75」をまとめて集計した関係で若干の変化

数が計上されている。

種[分類記号]地

計合 化変純単 地筆分 筆増純単筆増純単筆増純単筆増純単筆増純単筆増純単筆増純単筆増純単筆増純単

1311301021××82304]0[定未途用

112××1235]01[地用藩

地領拝家武 [ 02 ～45] 949116324321××723338649261

11××1211347]55[等人職・物小

2224483××512147029578641]05[地組輩軽

11533161]56・06[等地社寺 121113

0261251554324386201]07[地子地 2212212

11115320121]57[地請士藩

142077]08[町本

1201978511301411]58[町子地☆

××4618131702]09[地姓百

××1111211116272]001[地敷屋下

4111315441259950232031176412142501402454856計小

計合

屋下：001
らか敷

地姓百：09
らか

：55・05
らか地組

：57・07
らか地子地

：56・06
らか地社寺

：58・08
らか地町

81358762856 921 52

計合
未途用：０
ら地か定

：01
らか地用藩

地領拝家武
らか

817403
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分
筆

派
生

地
と

し
た
。
例

え
ば

３
分

割
さ

れ
た

寛
文

図
の

地
子

地
が

組
地

１
・
地

子
地

１
・
武

家
地

１
の

３
つ

に
分

割
さ

れ
た

と
き
、
地

子
地

１
を

分
筆

元
と

し
、
他

の
２

筆
は

分
筆

派
生
地
と
し
た
。

＊
横
列
に
示
し
た
項
目
欄
は
寛
文
図
の
地
種
で
あ
り
、
竪
列
に
掲
げ
た
の
は
延
宝
図
地
種
分
類
で
あ
り
、
集
計
は
延
宝
図
の
地
種
ご
と
に
行
い
、
内
訳
数
を
通
し
て
寛
文
図
と
の
相
関
が
わ
か
る
よ
う
に
し
た
。

＊
内
訳
の
数
値
は
、
延
宝
図
の
分
筆
元
と
分
筆
派
生
地
そ
れ
ぞ
れ
に
分
け
、
寛
文
図
（
横
欄
の
分
類
）
で
ど
う
い
う
地
種
で
あ
っ
た
か
を
示
す
。
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「
寛
文
七
年
金
沢
図
」
地
区
・
街
区
割
（
Ａ
〜
Ｓ
）
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